
京 都 大 学 の 講 座 、 学 科 目 、 研 究 部 門 等 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 
（薬学研究科） 

第８条 薬学研究科に次表左欄に掲げる専攻を置き、

当該専攻にそれぞれ同表右欄に掲げる講座を置く。 
薬科学専攻  
薬学専攻  
医薬創成情報科学専攻 医薬創成情報科学講座 
（中 略） 
（医学部） 

第２３条     （略） 
２ 医学部に人間健康科学科を置き、同学科に次表左

欄に掲げるコースを、当該コースにそれぞれ同表右

欄に掲げる講座を置く。 
 先端看護科学コース 基礎看護学講座、臨床看護学

講座、家族看護学講座、地域看護学講座 
先端リハビリテーション科学コース 理学療法学講

座、作業療法学講座 
総合医療科学コース 生命・基礎医科学講座、臨床医

科学講座、医療理工科学講座 
（中 略） 
（ウイルス・再生医科学研究所） 

第２９条 ウイルス・再生医科学研究所に、次に掲げる

研究部門を置く。 
ウイルス感染研究部門、再生組織構築研究部門、生

命システム研究部門 
（中 略） 
（生存圏研究所） 

第３１条 生存圏研究所の中核研究部に、次に掲げる

研究系を置く。 
 生存圏診断統御研究系、生存圏戦略流動研究系、生

存圏開発創成研究系 
（中 略） 
（霊長類研究所） 

第３７条 霊長類研究所に、次に掲げる研究部門を置

く。 
進化系統研究部門、社会生態研究部門、認知科学研

究部門、神経科学研究部門、ゲノム細胞研究部門 
 （後 略） 

 
（薬学研究科） 

第８条 薬学研究科に次表左欄に掲げる専攻を置き、

当該専攻にそれぞれ同表右欄に掲げる講座を置く。 

薬科学専攻  

薬学専攻  

創発医薬科学専攻 創発医薬科学講座 

 

（医学部） 

第２３条    （同 左） 

２ 医学部に人間健康科学科を置き、同学科に次表左

欄に掲げるコースを、当該コースにそれぞれ同表右

欄に掲げる講座を置く。 
 先端看護科学コース 先端基盤看護科学講座、先端

中核看護科学講座、先端広域看護科学講座 

 先端リハビリテーション科学コース 先端理学療法

学講座、先端作業療法学講座 

 総合医療科学コース 基礎系医療科学講座、臨床系

医療科学講座、理工系医療科学講座 

 

（医生物学研究所） 

第２９条 医生物学研究所に、次に掲げる研究部門を

置く。 

ウイルス感染研究部門、再生組織構築研究部門、生

命システム研究部門 
 
（生存圏研究所） 

第３１条 生存圏研究所の中核研究部に、次に掲げる

研究系を置く。 
生存圏診断統御研究系、生存圏開発創成研究系 

 
 
 

第３７条 削除 
 

 

 

 

   附 則 
１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
２ 薬学研究科の医薬創成情報科学専攻は、改正後の

第８条の規定にかかわらず、令和３年度以前に当該

専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなるまで

の間、存続するものとする。 

 

  （略）   （同 左） 


